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序文 
医療施設の X 線診療室は，法規則により管理区域境界，病室，居住区域境界，敷地境界に
おける線量限度が規定されている．新しく X 線装置を導入する際または機器更新を行う際
の事前評価として，漏えい線量を計算により求め線量限度を満たしているかを確認するこ

とが求められる． 
現在，X線診療室の漏えい線量評価は，平成 26 年 3月 31日に厚生労働省医政局長通知と
して公表された医政発 0331第 16 号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行につい
て」の一部改正について（以下，通知 331号）を基に行われている 1)．この通知では，漏え

い線量算定評価法の技術進歩に伴い各種数値が見直され，NCRP report No.147のデータ 2)

が取り入れられ，現在主流の X 線装置に対応した漏えい線量評価が可能となっている．し
かし，X 線 CT 室の漏えい線量評価においては 2 つの問題点が考えられる．一つ目は通知
331号では漏えい線量評価に実効稼働負荷（mAs）を用いていることである．医療機関にお
いて X 線装置の実効稼働負荷を設定できないということは，X 線検査の使用状況を把握・
管理できないということにつながり，医療安全の観点から実効稼働負荷を自施設で設定す

ることが求められている．しかし，近年の X 線 CT 装置は被験者が受ける放射線量の最適
化を図るため，スライス面内や体軸方向で管電流が変化する管電流変調機能が搭載されて

いる．そのため 1検査当たりの実効稼働負荷を求めることは容易ではない．また，検出器の
多列化が進み，従来のように 1スキャン○○ ms，管電流○○ mA，1検査当たり○○スラ
イス撮影するといった設定も困難な状況である．もう一つは散乱係数を決定するための照

射野の設定である．散乱 X線による漏えい X線を計算する際，照射野サイズを決定する必
要がある．このサイズは受像面における大きさと定義されている．X線 CTの場合，被験者
と受像面は離れているため受像面で照射野を定義してしまうと被験者に照射される照射野

サイズよりも受像面でのサイズが大きくなるため，散乱係数を過大評価してしまう．例えば

X線焦点―受像器面間距離が 100 cmの X線 CT装置で，被験者が回転中心であるアイソセ
ンター位置 50 cmにいると仮定すると，アイソセンター位置で定義する照射野に対し，受
像器面位置で定義すると単純に面積が 4 倍になるため，散乱係数も 4 倍の過大評価となる
1．結果として漏えい線量は計算上 4倍となってしまい，遮へい設計に余裕がない施設では，
本来必要のない追加の防護措置を講じてしまう可能性がある．実際に通知 331 号改正後の
遮へい計算において，線量限度を超える結果となり鉄板が床面に追加された事例も生じて

いる．この例以外にも機器更新でこれまでと同様の検査数で漏洩線量も基準値を担保して

いることが想定されても計算上線量限度を超えてしまい追加遮へいが必要になる事例も生

じている可能性がある．以上のことから，より X線 CT室に特化した計算法が必要である． 
NCRP 147では Dose Length Product（DLP）法，Computed Tomography Dose Index

（CTDI）法，The Isodose Map（線量分布）法の 3種類が提案されているが，DLP法を推
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奨している．これは，DLP値には管電流や照射範囲の情報が含まれていること，IEC606133)

で全ての装置において表示することを義務づけられていることから利用しやすいというメ

リットがあるからである．本邦もDLP法を採用することが望ましいと考えられるが，NCRP 
147 で推奨されている DLP 法（以下，NCRP-DLP 法）の散乱係数は過小評価する可能性
が指摘 4,5,6)されており，採用には十分な検討が必要であった．Watanabeらはそれらを考慮
し，より新しい装置を導入した例も含め主要な装置をカバーする X 線 CT 室の散乱線量測
定の多施設共同試験を行い，NCRP-DLP法での問題点を解決した散乱係数やガントリによ
る減弱を加味し Japanese-DLP法を提唱した 7)．Japanese-DLP法は通知 331号の問題点
である過剰過ぎる計算（実測値に対して 11~400倍）を改善し，実測値により近い結果（実
測値に対して平均７倍）となりつつも安全側に評価しており合理的な評価方法と言えるこ

とから，本マニュアルで採用することとした．今回，通知 331 号の補足資料として本マニ
ュアルを制定した． 
 
１． 目的と適用範囲 
1.1 目的 
DLP 法を用いた新しい漏えい線量評価法を提案し，方法及び要点や計算例を提示すること
により，Ｘ線 CT室の正確な漏えい計算方法についての指針を示す． 
 
1.2 適用範囲 
診断用Ｘ線 CT装置が据え置かれるＸ線診療室の漏えい計算を適用範囲とする． 
 
1.3 Ｘ線診療室の線量限度 
医療法施行規則，電離放射線障害防止規則では，線量限度が以下のように定められている． 
・Ｘ線診療室の天井，床及び周囲の隔壁外側：1週間につき 1 mSv以下 
・管理区域境界：３月間につき 1.3 mSv以下 
・病院，診療所の病室：３月間につき 1.3 mSv以下 
・病院，診療所の寄宿舎等：３月間につき 250 μSv以下 
・病院，診療所の敷地境界：３月間につき 250 μSv以下 
 
２． DLPを用いたＸ線 CT室の漏えい線量計算 
2.1 漏えい線量計算の考え方 
NCRP-DLP法は評価点位置における散乱線量（空気カーマ）を頭部と体幹部検査に分けて
計算し，それぞれを合算した散乱線線量から必要な遮へい体厚さを求める方法を採用して

いる．本邦では画壁等の遮へい体を透過した後の線量を実効線量で評価する必要があるた

め，NCRP-DLP法の基本構造はそのままで一部を修正する必要がある．さらにWatanabe
らによる研究結果から，散乱係数をNCRP-DLP法の２倍とする，ガントリ吸収による減弱
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（0.1）を考慮することができるという報告があり，それらを補正項目として新たに加えた．
計算方法としては頭部，体幹部それぞれの DLP値から散乱係数，評価点までの距離，ガン
トリや人体の減弱を考慮しその位置での散乱線量（空気カーマ）の合算を求め，遮へい体の

減弱を計算し，実効線量へ変換する． 
 
2.2 漏えい線量計算を行う際に取得すべき情報 
1)Ｘ線 CT装置の稼働状況及び撮影条件 
頭部及び体幹部それぞれについての１検査あたりのDLP値，１日あたりの検査数，装置の
稼働日数についての情報を取得する． 
2)Ｘ線 CT装置に関する事項 
メーカが提供する装置のアイソセンター位置やガントリ構造． 
3)Ｘ線診療室の形状及びＸ線 CT装置の設置位置が明確な図面 
Ｘ線診療室の形状が正確で且つ装置の設置位置が明確で，アイソセンター位置から各計算

点までの距離が明確な図面． 
4)遮へい材の材質や厚み情報 
隔壁や扉，患者監視窓等の遮へい材の材質や厚みの情報． 
 
2.3 漏えい線量計算方法 
計算点位置での漏えい線量計算は次式より求める． 

𝐾"#$(head) = 𝑘-./0 × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × 6
7
8
9
:
	 （1） 

𝐾"#$(body) = 1.2 × 𝑘AB0C × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × 6
7
8
9
:
	 （2） 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇	 （3） 
 
Ksec(head)，Ksec(body)は計算点位置での空気カーマで表される散乱線量（mGy）であり，
secは secondaryの意味で散乱線を指している．khead，kbodyはアイソセンターから 1 mの
距離におけるビーム幅 1 cm当たりの散乱係数（cm-1），であり，以下の値とする． 

𝑘O#P8 = 1.8 × 10ST		 （4） 
𝑘VW8X = 6.0 × 10ST		 （5） 

khead，kbodyの値は X線 CT室の水平方向，垂直方向の両方向に対しても適用することがで
きる．NCRP 147は khead，kbodyの値は管電圧 120 kVで定義している．Watanabeら 7)の

調査では全ての施設で管電圧は 120 kVであった．管電圧が 120 kVより大きくなると散乱
線量が変化する可能性はあるが，Wallaceら 6)は 135 kVから 140 kVの散乱係数は 120 kV
に対して平均 1.03程度の増加であり，本係数はNCRP 147の散乱係数に対して２倍の値と
していることから管電圧が 120 kV より大きい値であっても過小評価とはならず適用可能
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と考えられるが，今後も検討が必要である．fは吸収体補正係数であり，ガントリ方向の計
算時は 0.1，その他の方向では 1.0とする．Wallaceら 6)はガントリの範囲内で遮へい効果

があり，その範囲を決定するアイソセンター位置が重要であると報告している．ガントリ構

造はメーカや機種により異なるため，f=0.1の適用範囲を定義することは現時点では困難で
ある．したがってガントリ方向の fの適用は装置の最大照射野サイズとし，メーカが提供す
る装置のアイソセンター位置やガントリ構造を参考にして決定する．Watanabeら 7)は被検

者が乗るカウチ方向については，人体による X線吸収による減弱効果があるため，fを 0.4
にすることができると報告している．しかし，適用範囲は人体サイズが影響するため定義す

ることは困難であることから，本ガイドラインでは採用しなかった．カウチ方向の fについ
ては今後の課題であり，エビデンスが得られれば採用すべき補正係数である．DLPは 3月
間当たりの総 DLP値（mGy・cm）であり，頭部は直径 16 cm，体幹部は直径 32 cmの円
柱アクリルファントムでの値である．総 DLP値は，頭部および体幹部検査を一日何件行う
かを想定し，１検査当たりの DLP値から１日当たり，営業日をふまえて１週間当たり，そ
して 3月間当たりの値を求める．特に注意すべき点は１検査当たりの DLP値は造影検査も
含めた値であることである．造影検査を行う場合は撮影する回数により DLPは異なる．例
えば，単純と造影１相検査の場合，DLP値は単純の時の 2倍となり，ダイナミック検査で
多相撮影を行う場合はその分だけ増加することとなる．自施設で予定される造影検査量に

応じて１検査当たりの DLP値を想定する必要がある．また，装置導入後の検査技術的進歩
等により使用量が増加する可能性がある場合は，3月間当たりの使用量を見積もるときは十
分に余裕を持たせておく必要がある．dはアイソセンターから計算点までの距離（m）であ
る．ESは 3 月間当たりの室外への散乱線による漏えい実効線量（mSv/3 月間），Dtは遮へ

い体の透過率であり，331 号通知の表 2～7 から求める．E/Ka は空気カーマから実効線量
への変換係数であり，331号通知の表 10から求める．Uは使用係数，Tは居住係数である．
評価点はアイソセンターから隔壁までの距離が最短位置や鉛ガラス，扉等の位置について

行い，各面において複数点設定することが望ましい． 
X 線 CT を初めて導入する施設で 1 検査あたりの DLP 値の想定が困難な施設において

は，メーカ仕様書もしくは装置マニュアルに記載されている CTDI100（mGy）から推定する
ことができる．以下にその計算式を示す． 

CTDI^ =
7
_
× 𝐶𝑇𝐷𝐼7bb,$#dI#e +

:
_
× 𝐶𝑇𝐷𝐼7bb,f#egfO#ePh（6） 

CTDIiBj =
klmno
fgI$O
（7） 

DLP = 𝐶𝑇𝐷𝐼rWh × 𝐿（8） 
 
CTDI100,center，CTDI100,peripheral は頭部用・体幹部用ファントムにおける中心および周辺の

CTDI100（mGy）であり，CTDI100,peripheralは周囲 4 点の値のみ与えられている場合はその
平均値とし，CTDIw（mGy）を求める．使用するピッチファクターから CTDIvol（mGy）に
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変換し，撮影する範囲 L（cm）を掛けることで DLP値を求める．また，メーカから平均的
な DLP値の情報が得られた場合はそれを使用することも可能である． 
	 X 線診療室の隔壁が複合遮へい体の場合は 331 号通知と同様，第 1 遮へい体については
空気カーマ透過率，第 2遮へい体については半価層または 1/10価層の透過率を用いて計算
することができる．以下に複合遮へい体の場合における計算式を示す． 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 × 6
7
:
9
I/Is/t
（9） 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 × 6
7
7b
9
I/Is/su

（10） 

 
Dtは 1番目の遮へい体の X線透過率，tは 2番目の遮へい体の厚さ（mm），t1/2，t1/10は 2
番目の遮へい体の大幅に減衰した X線に対する半価層および 1/10価層（mm）であり，該
当する値を 331号通知の表 9から求める． 
	 X線 CTと同室他装置との複合計算を行う場合は線量合算を行う．近年，Interventional 
Radiology（IVR）の件数増加により X線透視装置と X線 CT装置が一体化した IVR-CT装
置が普及しつつある．この場合X線透視装置の漏えい線量評価は331号通知に準じて行い，
X線 CT装置については本法による評価を行う．漏えい線量は安全側に評価するために各面
で複数点計算したもののうち最大値を代表値とし，その面のX線透視装置の値と合算する．
ガントリ自走式 X 線 CT 装置は撮影中にアイソセンター位置が移動するため，漏えい線量
計算では撮影可能範囲内でアイソセンターと隔壁間距離が最短となる位置で計算すること

を推奨する． 
 
３．計算例 
3.1 計算条件 
１) X線 CT撮影装置で，１日当たり頭部検査 15件，体幹部検査 50件を行う時の管理区域
境界，病室，敷地内居住区域および敷地境界における漏えい線量の計算を行う．X線 CT室
の図面を Fig.1に示した． 
２) 使用条件 
管電圧   ・・・ 120 kV 
１検査当たりの平均 DLP ・・・ 頭部 890 mGy・cm 
    体幹部 750 mGy・cm 
検査件数  ・・・ 頭部 15件/1日 
    体幹部 50件/1日 
稼働日数  ・・・ 5日/週 
３) 遮へい壁等  ・・・ 遮へいガラス窓（2.0 mmPb） 
   ・・・ 遮へい扉（2.0 mmPb） 
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   ・・・ コンクリート	 20 cm（密度	 2.10 g/cm3） 
 
3.2 計算 
3.2.1 遮へい扉位置の計算 
評価面 A計算点①，評価面 C計算点⑩位置における漏えい線量計算は次式より求める． 
（1）式より 

𝐾"#$(head) = 𝑘-./0 × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.8 × 10ST × 1.0 × 867750 × v
1
3.8x

:

 

= 10.8	|mGy/3月間� 
（2）式より 

𝐾"#$(body) = 1.2 × 𝑘AB0C × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.2 × 6.0 × 10ST × 1.0 × 2437500 × v
1
3.8x

:

 

= 121.5|mGy/3月間� 
（3）式より 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 
= (10.8 + 121.5) × 8.03 × 10ST × 1.433 × 1.0 × 1.0 

≒ 1.5E + 2|µSv/3月間� 
khead ： 1.8×10-4	 cm-1 
kbody ： 6.0×10-4	 cm-1 
f ： 1.0	 （ガントリ方向およびカウチ方向ではないその他の方向） 
DLP ： 頭部 ；867750 mGy・cm/3月間（1日 15件，週 5日，13週） 

体幹部 ；2437500 mGy・cm/3月間（1日 50件，週 5日，13週） 
d ： ①; 3.8 m，⑩; 3.8 m 
Dt ： 遮へい扉（鉛 2.0 mm）の透過率 = 8.03×10-4＊ 
U ： 1.0 
T ： 1.0 
＊	 鉛の透過率は医政発 331号通知の表 2の値を使用した． 
 
3.2.2 遮へいガラス窓位置の計算 
評価面 A計算点②位置における漏えい線量計算は次式より求める． 
（1）式より 
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𝐾"#$(head) = 𝑘-./0 × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.8 × 10ST × 1.0 × 867750 × v
1
2.8x

:

 

= 19.9	|mGy/3月間� 
（2）式より 

𝐾"#$(body) = 1.2 × 𝑘AB0C × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.2 × 6.0 × 10ST × 1.0 × 2437500 × v
1
2.8x

:

 

= 223.9|mGy/3月間� 
（3）式より 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 
= (19.9 + 223.9) × 8.03 × 10ST × 1.433 × 1.0 × 1.0 

≒ 2.8E + 2|µSv/3月間� 
khead ： 1.8×10-4	 cm-1 
kbody ： 6.0×10-4	 cm-1 
f ： 1.0	 （ガントリ方向およびカウチ方向ではないその他の方向） 
DLP ： 頭部 ；867750 mGy・cm/3月間（1日 15件，週 5日，13週） 

体幹部 ；2437500 mGy・cm/3月間（1日 50件，週 5日，13週） 
d ： ②; 2.8 m 
Dt ： 遮へいガラス窓（鉛 2.0 mm）の透過率 = 8.03×10-4 
U ： 1.0 
T ： 1.0 
 
3.2.3 ガントリ方向の計算 
評価面 A，C，E，F 計算点③，⑨，⑮，⑱位置（ガントリ方向）における漏えい線量計算
は次式より求める． 
（1）式より 

𝐾"#$(head) = 𝑘-./0 × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.8 × 10ST × 0.1 × 867750 × v
1
2.5x

:

 

= 2.5	|mGy/3月間� 
（2）式より 
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𝐾"#$(body) = 1.2 × 𝑘AB0C × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.2 × 6.0 × 10ST × 0.1 × 2437500 × v
1
2.5x

:

 

= 28.1|mGy/3月間� 
（3）式より 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 
= (2.5 + 28.1) × 3.94 × 10ST × 1.433 × 1.0 × 1.0 

≒ 1.7E + 1|µSv/3月間� 
khead ： 1.8×10-4	 cm-1 
kbody ： 6.0×10-4	 cm-1 
f ： 0.1	 （ガントリによる吸収補正） 
DLP ： 頭部 ；867750 mGy・cm/3月間（1日 15件，週 5日，13週） 

体幹部 ；2437500 mGy・cm/3月間（1日 50件，週 5日，13週） 
d ： ③; 2.5 m	 ⑨; 2.5 m	 ⑮; 4.5 m，⑱; 1.2 m 
Dt ： コンクリート 17 cmの透過率 = 3.94×10-4＊ 
U ： 1.0 
T ： 1.0 
計算点⑨，⑮，⑱についても同様に計算を行った． 
 
＊コンクリートの密度補正 
医政発 331号通知の表 3のコンクリートの透過率データは密度が 2.35 g/cm3である．当施

設のコンクリートの密度は 2.10 g/cm3であるため，密度比例計算により等価厚さを求める．

詳細は，331 号通知もしくは放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 20078)を参照され

たい． 

コンクリートの等価厚さ = v
2.10
2.35x × 20 ≒ 17.8	(cm) 

安全側に評価し，医政発 331 号通知の表 3の管電圧 120 kV，厚さ 17 cmの透過率データ
を採用した． 
 
3.2.4 その他位置の計算 
その他の計算点位置④における漏えい線量計算は次式より求める． 
（1）式より 

𝐾"#$(head) = 𝑘-./0 × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:
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= 1.8 × 10ST × 1.0 × 867750 × v
1
3.5x

:

 

= 12.8|mGy/3月間� 
（2）式より 

𝐾"#$(body) = 1.2 × 𝑘AB0C × 𝑓 × 𝐷𝐿𝑃 × v
1
𝑑x

:

 

= 1.2 × 6.0 × 10ST × 1.0 × 2437500 × v
1
3.5x

:

 

= 143.3|mGy/3月間� 
（3）式より 

EE = {𝐾"#$(head) + 𝐾"#$(body)} × 𝐷I × (𝐸/𝐾𝑎) × 𝑈 × 𝑇 
= (12.8 + 143.3) × 3.94 × 10ST × 1.433 × 1.0 × 1.0 

≒ 8.8E + 1|µSv/3月間� 
khead ： 1.8×10-4	 cm-1 
kbody ： 6.0×10-4	 cm-1 
f ： 1.0	 （ガントリ方向およびカウチ方向ではないその他の方向） 
DLP ： 頭部 ；867750 mGy・cm/3月間（1日 15件，週 5日，13週） 

体幹部 ；2437500 mGy・cm/3月間（1日 50件，週 5日，13週） 
d ： ④; 3.5 m	 ⑤; 4.0 m	 ⑦; 4.0 m	 ⑧; 3.5 m	 ⑪; 4.2 m	 ⑬; 4.2 m	  
  ⑭; 6.0 m	 ⑯; 6.0 m	 ⑰; 1.8 m	 ⑲; 1.8 m	 ⑳; 10.0 m	 ㉑; 10.0 m 
  ㉒; 100.0 m 
Dt ： コンクリート 17 cmの透過率 = 3.94×10-4 
U ： 1.0 
T ： 1.0 
計算点⑤，⑦，⑧，⑪，⑫，⑬，⑭，⑯，⑰，⑲，⑳病室，㉑居住区域，㉒病院敷地境界に

ついても同様に計算を行った． 
 
3.3 計算結果 
今回計算に使用した各種パラメータを Table 1に示した．また，各評価点における計算結果
を Table 2に示した． 
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2)	 National Council on Radiation Protection and Measurements．Structural shielding 
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Table 1 エックス線診療室しゃへい計算表
○○病院
第●CT室
△△社製□□
CT撮影

120
頭部 890
体幹部 750
頭部 975
体幹部 3250
頭部 867750
体幹部 2437500
khead 1.8×10-4

kbody 6.0×10-4

ガントリ 0.1
その他 1.0

1.433
1.0
1.0
2.1

E/Ka ： 換算係数 (Sv/Gy)
U ： 使⽤係数
T ： 居住係数
コンクリートの密度　(g/cm3)

撮影

条件

散乱係数　(cm-1)

3⽉間の検査件数

3⽉間の総DLP (mGy・cm/3⽉間)

1検査当たりの平均DLP (mGy・cm)

f : 吸収体補正係数

その

他の

条件

施設名

エックス線診療室名

装置名

撮影方法

管電圧　(kV)
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本ガイドラインに関してご質問やご意見等がございましたら下記の連絡先に電子メール

にてご連絡ください．	

	

公益社団法人日本放射線技術学会	 事務局	 office@jsrt.or.jp	
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